
 

第３節 弔慰金等の給付 

（香典） 

第 ８ 条 会員またはその家族が死亡したときは、次により香典を給付する。なお、妊娠４

ヶ月経過後の死産、流産については子供の死亡として香典を給付する。 

会           員 金額 ２００，０００円 

配 偶 者 金額 １００，０００円 

子           供 金額  ５０，０００円 

父 母 ・ 配 偶 者 の 父 母 金額  ３０，０００円 

同居の祖父母・孫・兄弟姉妹 金額  ２０，０００円 

（遺児奨学金） 

第 ９ 条 加入期間が５年以上の一般会員が、扶養していた遺児を残して死亡した場合、そ

の遺児に対し高校を卒業する月まで次の奨学金を給付する。 

幼稚園・保育園児 月額 １０，０００円 

小 学 生 月額 １３，０００円 

中 学 生 月額 １６，０００円 

高 校 生 月額 ２０，０００円 

２ 前項の死亡時現在、未就学の遺児の場合は、幼稚園・保育園に入園した月から給付す

る。 

 

 


